
この要領は、都市整備部のインターンシップ生として実習を希望する生徒の必要な事務手続き等について記載したものです。この要領及び大阪府都市整備部インターンシップの実施に関する要綱をご理解の上、在籍する高等学校・高等専門学校のインターンシップ担当窓口を通じて応募してください。インターンシップ生実習希望調書の様式などについては、大阪府ホームページより入手してください。

大阪府ＨＰ（「インターンシップ」で検索）　→　都市整備部インターンシップ　
http://www.pref.osaka.lg.jp/doboku/tech_job/intern.html
１　実習を希望する生徒自身が作成（提出）する書類
　都市整備部インターンシップ生実習希望調書（顔写真を貼付のこと）

※在籍する学校のインターンシップ担当窓口に提出してください。原則として、生徒個人から都市整備部への直接の応募は受け付けません。各学校における応募方法等については、在籍する学校のインターンシップ担当窓口にお問合せください。

※都市整備部に提出した「インターンシップ生実習希望調書」は返却しません。あらかじめご了承ください。「インターンシップ生実習希望調書」に記載した情報は、大阪府都市整備部インターンシップ制度の円滑な実施のために用い、それ以外の目的には使用しません。また、大阪府個人情報保護条例に基づき適正に管理します。
２　都市整備部インターンシップ生実習希望調書の作成上の留意事項
	●実習を希望する受入所属・期間について

	「第１希望～
第３希望」欄
	実習を希望する所属を、第１希望から第３希望まで記入することができます。「都市整備部受入所属一覧」を参照の上、番号・所属名称を記入してください。また、「実習希望期間」には、実習を希望する期間及び日数を記載してください。「都市整備部受入所属一覧」の実習期間に複数の実習日程（A・B・C）が表示されている場合は、その日程内（表示されているA・B・Cのいずれか）で受入予定です。
※１つの所属に複数の事業所がある場合、【本部】での実習が中心となりますが、プログラムの内容によっては、他の事業所で実習を行う場合があります。

※実習を希望する所属を選択するにあたって、交通アクセスなど不明な点等が
あれば、大阪府都市整備部インターンシップ事務局（大阪府都市整備部都市整備総務課）までお問合せください（各所属ではお問合せを受け付けていません）。
記載内容をもとに、大阪府都市整備部インターンシップ事務局で受入所属及び実習期間を決定します（受入決定後の受入所属及び実習期間の変更はできませんので、希望がある場合は必ず記入してください）。
―インターンシップ生としての実習時間―

原則として、土曜日・日曜日・祝日を除く月曜日から金曜日までの午前９時１５分から午後５時４５分までです。

	「その他希望」欄
	第１から第３までの希望する受入所属以外でもインターンシップ実習を希望する場合は、希望する受入所属や希望業務を自由に記入してください。ただし、都市整備部・大阪都市計画局・大阪港湾局所属に限ります。

	「実習に従事できない日等」欄
	学校の講義や試験等、やむを得ない事情のために実習に従事できない日がある場合は、必ず記入してください（旅行・クラブ活動等の理由による欠席は認められません。）。
また、健康状態等で事前に申し出ておきたい事項があれば、記入してください。


３　インターンシップ生の決定及び保険の加入について
　※インターンシップ生としての受入可否については、在籍する学校のインターンシップ担当窓口に通知します（７月上旬頃予定、生徒や関係者等からのお問合せにはお答えできません。）。
　※インターンシップ生として受入決定した生徒には、誓約書と傷害保険及び賠償責任保険に加入していることを証明する書面（加入者証等）の写しを在籍する学校のインターンシップ担当窓口を通じて提出していただきます（７月中旬頃予定）。インターンシップ生として決定された場合は、速やかに学校所定の傷害保険及び賠償責任保険に必ず加入してください。
４　インターンシップ生の修了証明書・評価書等の必要状況について

　※受入決定後、実習に伴う修了証明書・評価書等の発行が必要な場合は、原則、大阪府都市整備部所定の「修了証明書」及び実習時にインターンシップ生全員が記入する「実習報告書」（実習担当者の記名押印あり）をもって修了証明書・評価書等とさせていただきます。
※修了証明書・評価書等の発行が必要な場合や、大阪府都市整備部所定様式での代用ができない場合は、その旨を在籍する学校のインターンシップ担当窓口に報告し、所定の手続きを行ってもらうよう依頼してください。上記３の保険の加入にかかる証明書類とともに、学校のインターンシップ担当窓口を通じて都市整備部に報告いただくことになっています。実習開始後に実習生が直接、受入所属に修了証明書・評価書等の記入様式を持参することのないようにしてください。学校のインターンシップ担当窓口より、あらかじめ大阪府都市整備部インターンシップ事務局に発行依頼がない場合には、発行できませんのでご注意ください。
５　その他

　※受入決定後に辞退者が発生すると、他の応募者や受入所属等に大変迷惑がかかりますので、全実習日程に出席できる方のみご応募ください。
※受入決定までの間に、都市整備部より生徒に連絡事項がある場合は、原則として、学校のインターンシップ担当窓口を通じて連絡します。また、講義及び試験日程の変更などの理由により、「インターンシップ生実習希望調書」に記載した「実習に従事できない日」が生じた場合等は、直ちに在籍する学校のインターンシップ担当窓口に連絡してください。
※大阪府では夏の節電対策のため、適正冷房を徹底し、軽装勤務を奨励するエコスタイルを実施しています。実習日程はいずれもエコスタイル実施期間中ですので、執務における服装として信用と品位を損なわず、不快感を感じさせない清潔感のある軽装（たとえば、ノー上着、ノーネクタイなど）で実習に臨んでください。
令和８年度 大阪府都市整備部インターンシップ事務手続要領＜生徒用＞











